
 

 

タイ・シンガポール間のリアルタイム送金システムの相互接続について 

 

2021 年 7 月 12 日 

One Asia Lawyers タイ事務所 

   １ はじめに 

2021 年 4 月 29 日、タイ中央銀行とシンガポール金融管理局は、タイの「PromptPay」

とシンガポールの「PayNow」のリアルタイムのデジタル送金システムの連携を開始し

たと発表した。これにより送金相手の電話番号さえわかれば、スマートフォンの銀行ア

プリを利用してたった数分でタイ・シンガポール間の送金が可能となり、世界でも初の

試みとなる。 

 

２「PromptPay」及び「Paynow」とは？ 

どちらも銀行口座に携帯電話番号を紐づけることにより、タイまたはシンガポール国内

での送金を即座に可能とするデジタル送金システムであり、タイでは 2016 年 6 月の導

入後、4,000 万口座以上が PromptPay サービスに接続済と報告されている。利用希望者

はそれぞれの国の提携銀行1にて「PromptPay」または「PayNow」の利用登録申請を行

う必要があるが、登録が完了すれば送金時に受取人の氏名や銀行口座情報などを入力す

る必要はなくなる。 

 

３ 送金手数料・送金上限額 

「PromptPay」を利用しタイからシンガポールに送金した場合の手数料は、2021年7月

31 日まで 1 件につき 75THB、2021 年 8 月 1 日以降は 1 件につき 150THB となってい

る。 

 

また、シンガポールへの送金額上限は 1 日当たり 1,000 シンガポールドル（1 日の送金

額合計が上限以下であれば、送金回数に制限なし）、タイでの受け取り上限は 1 件当た

り 2 万 5,000 バーツまで（複数の送金者から何度でも受け取り可能）と設定されている

が、今後上限額は拡大していく見込みである。 

                                                           
1 2021 年 4 月 29 日に BOT が公表した Q＆A によると、本デジタル送金システムの利用が可能なタイ

側の提携銀行はバンコク銀行、クルンタイ銀行、カシコン銀行、サイアム商業銀行、シンガポール側

の提携銀行は DBS銀行、OCBC銀行、UOB 銀行となっている。 



 

 

４ 同一名義口座への送金 

タイ国籍保持者によるタイ国内の自身の口座とシンガポール国内の自身の口座間の送金

は認められていないが、外国人についてはその旨規定されていない。そのため外国人に

限っては、同サービスを利用し自己資金をタイ・シンガポール間で移動させることも可

能であると考えられる。 

 

５ さいごに 

タイ中央銀行はシンガポールとの連携だけでなく、他の ASEAN 諸国とのデジタル決済

システムの連携も強めている。カンボジア、ベトナム、日本、ラオスとの間では現在

QR コードによる決済が可能で、インドネシア及びマレーシアも近いうちに連携が開始

される予定となっている。現在タイ・シンガポール間の送金において QR コードによる

決済は導入されていないが、今後も引き続き動向を注視していく必要がある。 

以 上 

〈注記〉 

本内容に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

「One Asia Lawyers」は、アジア各国の法に関するアドバイスを、シームレスに、一つのワン・ファ

ームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で最初の ASEAN 及び南アジア法務特

化型の法律事務所です。 

One Asia Lawyers タイ事務所においては、常駐日本人専門家 3 名を含む合計 20 名の体制で対応を行

っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提供しております。 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 

miho.marsh@oneasia.legal （マーシュ美穂） 
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藪本 雄登  

One Asia Lawyers タイ事務所代表/メコン地域統括  

One Asia Lawyers の前身となる JBL Mekong グループを 2010 年に設立。メコン地

域流域諸国を統括。カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナムで数年間の

駐在・実務経験を有し、タイを中心にカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム（CLMV）の各国

につき、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対する各種法的なサポートを行う。タ

イ国内案件、ベトナム国内案件、CLM へのクロスボーダー進出支援業務、M&A、コーポレート、労

務、税務、紛争解決案件等を担当。 

 

マーシュ美穂 

One Asia Lawyers タイオフィス兼務 

ネイティブレベルのタイ語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査、労務、

コンプライアンス監査、内部通報、相続、その他各種登記業務のサポートを担当。 
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